
夫
炉
闘
伊
六
回
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干
一

H
第
三
極
郵
便
物
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可
《
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町
一
関

-
E
E
n
u
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議

胸

職

歯

周

糧

寓

戸
数
割
の
性
質
・
-
-
-
-
-
-
-
詰
串
博
士
紳
戸

傍
観
の
理
論
・
・

-
E

・
・
・
・
・
・
文
串
博
士
高
田

マ
ル
サ
ス
の
恐
慌
論
・
・
・
・
・
・
・
・
・
組
前
串
士
谷
口

抱

肌

常

柑

抽

近
江
商
人
の
活
躍
に
つ
い
て
-
-
融
持
場
士
菅
野
利
太
郎

同
芯
闘
ご
の
聞
係
に
就
て

'

e

u

-

拙
昨
刷
工
堀
江
保
蔵

h

e

h
雄

帽

錦

鵬

兎
償
債
稿
ぽ
'
づ
い
で
•• 

，
 .• 

-
文
単
一
博
士
高
田
保
局

生
官
立
抽
出
団
怖
い
い
ず
つ
1

い
て
・
・
・
・
・
・
脳
神
郁
士
菊
田
太
郎

中
央
hX地
方
の
諜
算
形
式
-
-
-
経
消
明
士
中
川
典
之
助

岡
良
斑
摘
む
大
都
市
経
漕
・
・
・
・
拙

2
士

大

谷

政

敬

大
阪
市
の
人
口
動
態
・
・
・
・
輔
椀
問
中
士
武
田
長
太
郎

側
蘭
西
岡
常
輸
出
信
用
保
険
・
・
・
・
組
尚
早
士
近
藤
文
二

法

A

宇

品

H
d法
・
践
議
調
査
令

聞

問

錨

疎

本
誌
第
二
十
人
巻
綿
目
録

吉保正

彦馬雄



雨
ず
』

国
、r
'-

ρ〉

関

係

に

坑

て

|
|
明
治
入
期
間
決
算
の
国
債
計
算
ー
ー

堀

1[ 

保

非主
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緒

一一一一口

川
貨
怖
が
流
通
を
始
め
た
の
は
、
明
治
四
年
五
月
新
品
川
俊
例
制
定
以
後
山
州
事
で
山
る
。
ぞ
れ
以
前
に
於
/
し
は
、

耐
又
は
民
匁
等
を
以
て
呼
ば
札
し
貨
幣
川
り
流
通
せ
し
こ
吉
、
徳
川
時
代
吉
岡
怯
で
あ
る
。
新
品
民
保
例
制
定
の
後
己

雄
、
直
も
に
新
貨
融
市
り
流
通
が
普
〈
行
は
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
相
常
久

L
き

亘
つ

1
額
賃
怖
が
依
然
ご
し
て

行
は
れ
て
居
た
。

今
明
治
則
政
市
民
の
第
一

Hef締
く
時
、
先
づ
目
に
つ
く

ωは
明
治
八
期
間
的
決
算
書
で
ゐ
る
。
そ
一
】
に
は
歳
入

歳
出
各
科
目
が
整
然
ご
凶
車
位
に

τ表
示
せ
ら
れ
て
居
る
の
を
見
る
。
然
る
に
上
越
り
如
〈
、
明
治
初
年
に
同
貨

幣
が
行
は
れ
て
盾
た
わ
り
で
は
な
〈
、
叉
徳
川
時
代
同
般
に
貨
物
的
収
支
も
行
は
れ
て
屑
た
の
で
ゐ
る
か
ら
、
必

守
や
佑
貨
幣
u
A
ぴ
貨
物
に
よ
る
収
支
が
、
岡
聞
慣
に
換
算
せ
ら
れ
た
も

ωな
る
ζ
t
e
T
気
付
〈
で
あ
ら
う
。
事
賞
、

こ
の
決
算
書
は
数
凶
の
試
み
を
経
工
、
遂
に
明
治
十
一
年
六
月
に
至
b
編
成
の
業
セ
絡
へ
た
も
の
で
ゐ
つ

T
、
そ

の
編
成
に
常
る
や
、
「
委
員
附
精
勉
カ
L
、
各
械
的
出
削
簿
冊
を
安
和
却
し
て
之
を
調
査
精
計
す
る
も
の
大
凡
二
千

前

苑

耐
と
川
と
印
刷
帽
j

就
て

錨
二
十
八
番

λ

七
五

第
六
披

-t 
E 



誌

苑

耐
と
闘
と
山
側
係
に
就
て

第
二
十
八
巻

八
七
六

第
六
悦

七
プミ

九
に
川
寸
俄
冊
、
傍
ら
之
に
数
倍
せ
る
各
官
艇
の
経
技
勘
定
帳
に
照
合
し
て
、
歳
入
出
集
計
簿
及
び
引
用
の
帳
簿
百

十
七
冊
を
製
お
し
、
以
て
確
貨
な
る
計
数
及
び
共
事
由

ev
審
定
し
』
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

而
て
右
の
換
算
が
如
何
に
し
て
な
品
れ
た
か
は
、
一
々
に
就
い
て
之
官
知
る
を
得
な
い
が
、
此
的
小
論
じ
於
て

は
右
換
算

ω
大
慨
を
考
察
し
、
併
せ
て
換
算
の
基
礎
に
つ
き
放
言
を
要
し
た
い
ご
思
ム
。

空t-i"
"唱3

財
政
収
支
の
国
債
計
算

質
物
牧
支

明
治
期
年
に
於
て
も
米
の
他
に
大
豆
・
市
首
・
薬
開
等
の
貨
物
納
が
行
は
れ
て
居
た
。
け
れ
い
と
も
大
京
共
他
の
小
物

成
は
、
三
年
七
月

H
四
日
の
布
告
に
よ
っ
て
、
十
月
中
旬
に
於
け
る
近
山
知
市
街
の
上
物
的
一
平
均
相
場
日
以
て
定
石

代
を
上
納
す
べ
き
事
が
命
喰
ら
れ

τ居
h
、
叉
諸
運
上
仁
至
つ
て
は
、
阪
に
徳
川
時
代
よ
b
主
t
し
て
貨
幣
を
以

-
-
、
で
は
四
〈
米
の
み
を
考
へ
る
'
て
こ
、
ず
る
ο

て
上
納
せ
ら
れ
じ
居
た
の
で
あ
る
か
ら
、

米
山
川
収
支
が
石
敷
を
以
て
曾
計
帳
舗
に
記
入
せ
ら
れ
い
で
居
た
の
は
明
治
八
年
末
ま
で
で
あ
る
。
-
』
の
市
中
は
同
年

十
二
河
川
り
帳
縦
記
入
規
則
第
二
僚
に
、
「
米
穀
は
買
上
氷
及
由
民
挑
米
h
f
h

除
〈
の
他
は
、
従
来
代
舗
を
附
せ
す
牧
文

せ
h
H
己
ゐ
る
に
よ
っ
て
明
か
で
あ
る
o

地
利
保
例
が
資
布
せ
ら
れ
て
、
地
相
金
納
の
制
仁
改
め
ら
れ
た
の
は

六
年
七
月
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
地
租
改
正
未
了
り
地
の
租
税
は
や
は
り
米
を
以
て
納
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、

入
年
末
に
於
て
備
は
貨
物
牧
支
の
行
は
れ
て
居
る
の
は
敢
て
不
思
議
で
は
な
い
。

か
、
る
米
穀
牧
支
が
右
の
入
期
間
決
算
書
作
製
に
際

L
C園
に
換
算
せ
ら
れ
た
る
標
準
は
‘
東
京
浅
草
民
米
貿

自明治元年ー月至明治入年六月政入蹴出決算報告 附鍬‘ 2頁
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値
段
の
一
中
均
に
ご

h
.
市
川
ほ
各
地
の
相
場
に
照
ら
し
て
毎
期
の
岡
田
格
合
定
め
た
の
で
ゐ
る
。
葺
L
地
方
々
々
の
代

舗
の
操
る
に
足
る
も
の
な
〈
、
又
此
の
如
き
計
算
は
、
「
現
出
納
一
中
均
の
欄
他
に
比
例
し
て
少
差
迩
な
き
を
必
し

雛
き
が
如
し
ピ
雌
も
、
共
入
る
も
の
に
附
『
る
に
該
債
を
以

τし
、
叉
出
る
も
の
に
同
煩
ケ
以
て
す
る
に
由
h
、

全
般
の
計
数
は
同
よ
り
一
勉
強

ω並
凡
な
き
ゃ
保
詮
す
る
に
足
』
る
か
ら
で
ゐ
ゐ
。
ム
ー
ξ
の
標
準
米
慣
を
鬼
す
る
に
資

石
に
つ
き
、

fρ 

u
『
自
庇
臨
ニ
年

1
二
月

引
戸
草
川
拍
元
年
f
z
H

H
『
臼
明
泊
二
年
十
月

町
F
4
主

的

三

年

九

日

目
「
白
明
治
削
年
十
月

刊
写
止
一
一
川
一
五
年
イ
ニ

H

H
「
白
叫
泊
じ
午
一

H

担

戸

主

同

年

f
二
月

[f 
~_ f'J 
1m 
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q
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f再

じ~ Ji 

五
・
九
」
七

苛，

ノ、、

部
で
あ
る
。
然
る
に
滋
草
の
同
県
米
が
何
時
頃
か
ら
闘
債
で
寅
搬
は
れ
た
か
は
不
明
F
あ
る
げ
れ
ど
も
、
少
〈
ご
も
新

貨
俊
行
以
前
は
雨
相
場
が
砧
て
ら
れ

τ居
た
事
は
明
ら
か
で
あ
る
o

3
れ
ば
米
の
牧
支
が
上
表
の
如
〈
換
算
せ
ら

れ
た
か
ら
ご
て
決
し
て
問
題
の
解
決
正
は
な
ら
な
い
。
我
々
は
進
ん
で
雨
正
岡
ご
の
比
慣
を
吟
味
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
で
あ
る
。

貨
僻
即

ω牧
支

新
賞
候
例
制
定
己
共
に
合
計
帳
簿
上
に
も
大
援
化
を
来
す
事
ピ
な
っ
た
o

五
年
四
月
大
撤
省
は
諸
帳
簿
改
正
の

布
品
曜
を
出
し
て
、
「
諸
帳
の
内
、
員
数
殺
頻
は
合
限
り
、
金
は
新
貨
山
り
原
隊
ム
リ
可
致
筈
に
い
得
共
、
蓄
貸
取
交
世

冒E

手E

ヒ
七

第
二
十
八
悠

耐
と
削
と
の
制
係
に
就
て

凡
七
七

第
六
蹴

歳入歯1"決算報告書、序、 6耳4) 



設

姐

じ

ノL

弟
二
十
八
山
首

凶
ξ

川
と
山
凶
Mm
に
札
て

部
六
脱

入
七
λ

延
期
中
は
毛
限
h
、
洋
銀
は
セ
ン
ト
を
限
可
申
、
尤
剖
叫
算
面

ω端
数
は
問
拾
五
入
を
以
て
可
致
計
算
事
」
・
『
雛

形
の
内
、
金
名
目
に
記
し
有
也
分
、
並
に
品
目
間
以
下
の
砕
数
等
新
質
名
目
に
引
直

L
難
き
分
は
、
刷
出
(
従
前
の
揃
一

h
永
名
義
柿
則
ひ
不
苦
い

4
』
ご
一
日
一
一
日
ひ
、
又
同
年
十
一
月
山
賃
餅
計
卦
出
納
例
則
第
一
に
は
コ
克
久
僻
或
は
祁
枇
市

中
、
両
日
汀
小
品
等
の
稀
呼
之
ゐ
品
開
類
に
て
上
納
又
は
諸
波
方
の
H
7
品
犬
、
総
T
新
貨
幣
山
町
放
を
以
て
計
算
、
詩
作
叫
川

計
単
品
等
ヘ
記
載
す
ベ

l
h
ご
い
へ
る
泌
h

ヘ
新
貨
僚
例
制
定
以
筏
は
極
〈
小
切
孔
?
を
除
き
、
す
べ

τ
圃
ω
稀
呼

ev-
以
t
収
入
交
山
が
行
U
れ
い
た
の

E
あ
る
か
ら
一
、
制
附
開
討
錦
が
問
題
ご
な
る
山
は
そ
れ
い
臼
前
山
り
分
に
就
て
で
ゐ

る
O

依
っ
て
次
に
官
附

ω牧
支
が
如
何
日
侃
仁
就
一
色
れ

τ目
的
た
か
や
こ
瞥
し
よ
う
。

)
 

イ
信
貨
幣
杭
円
相
比
融
市
ご
は
岡
部
時
的
新
食
に
机
到
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
或
は
雨
分
朱
を
以
て
呼
ぴ
、
戒
は
幾
提

r

，、
文
を
以

τ呼
ぴ
、
そ

ω品
位
形
紋
に
歪
つ

τは
稲
々
一
雑
多
で
ゐ
る
u

古
れ
ば
世
上
通
用
に
蛍
つ
て
は
、
総
工
の
貸

借
市
に
通
じ
て
一
定
せ
る
標
準
は
仰
山
か
っ
た
り
れ
H

と
も
、
明
治
一
冗
年
十
月
じ
は
嘗
時
過
周
り
二
分
判
金
(
高
一
姑
元
年

よ
h
明
治
克
年
ま
で
の
鈷
池
に
か
、
る
」
一
酬
を
側
準
ピ
す
る
各
純
貨
秘
的
国
儲
を
山
止
め
・
間
五
月
に
は
所
詞
科

品
且
貨
仙
川
に
し

τ取
引
上
不
似
で
ゐ
っ
た
丁
銀
豆
板
銀

ω通
用
を
停
止
し
、
そ

ω結
川
弔
問
年
入
月
従
来
此
等
山
銀
品
川

軸
貯
を
以
て
納
め
て
尉
た
貢
米
代
去
の
他
山
池
上
等
一
切
を
金
計
算
に
改
め
、
金
一
聞
に
つ
き
銭
は
氷
一
貫
文
、
銀
は

六
十
匁
ご
定
め
て
居
る
の
を
見
ー
も
、
品
官
同
時
政
府
が
隔
を
以
て
通
貨
の
統
一
を
計
ら
ん
ご
努
力
せ
[
一
帯
を
容
易
に

如
b
得
る
u

財
政
上
無
論
各
柄
拘
民
僻
の
牧
納
が
行
は
れ
て
居
る
が
、
こ
れ
を
闘
を
以
て
統
一

L
、
酬
を
以

τ計
算

単
位
ご
せ
る
事
は
右
の
布
情
よ
り
も
推
し
て
知
る
べ
(
、
真
に
諸
l
の
帳
簿
叉
H
H

仰
薬
の
雛
形
h
T
見
る
仁
、
す
べ

て
「
金
何
同
」
古
記
せ
る
所
よ
り
し
て
も
こ
の
推
擦
の
正
常
な
る
を
応
は
し
む
る
も
凶
が
ゐ
品
。
》
」
川
り
推
察
仁

L
て

:..!(法制4師、第 eJlf、3o-:i
同上、 ]6-，'
明治財政史、巻十一、 3，8耳
jこrl4'1li幣史、三f凶器、 4!:;8lli。大日本lIl1珪;J.:巾伯、 OS3i.'j
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諜
h
ノ
な
〈
ば
.
各
柿
督
貨
融
制
仁
就
て

ω師
同
胴
計
算
比
ぴ
脳
同
明
計
算
は
故
早
問
題
で
な
〈
な
り
、
質
物
収
支
の
場
合

Z
同
様
、
阿
古
回
ζ

の
闘
係
如
何
が
問
題
正
し

T
残
る
事
♂
な
る
の
で
ゐ
る
。

)
 

ロ
洋
銀
維
新
前
に
於
り
る
税
関
の
諸
収
納
仁
は
概
ね
一
一
分
銀
が
則
ひ
ら
れ
た
が
、
洋
銀
そ
の
他
の
外
闘
賞
融
耐

(
 

も
安
政
の
依
約
に
よ
っ
て
牧
納
せ
ら
品
、
事
己
な
り
白
一
分
銀
に
相
到
す
る
制
令
は
そ
の
ド
白
川
に
劃
し
て
洋
銀
三
百

十
一
例
を
以
て
せ
ら
れ
た
。
明
治
元
年
二
月
に
は
改
め
て
洋
銀
の
内
閣
泌
朋
を
許
し
、
従
っ
て
叉
貿
易
関
係
以
外

に
一
般
に
和
枕
ご
し
て
牧
納
ぜ
ら
る
、
に
至
っ
た

o
z、
の
牧
支
に
常
つ
JL
ド
ペ
セ
ン
ト
的
郡
呼
が
そ
の
ま
、
用

ひ
ら
れ
た
か
、
戒
は
一
山
貨
併
に
恨
筑
せ

ιれ
た
か
は
明
か
に
知
る
を
待
な
い
が
、
前
越
の
諸
帳
消
改
正
に
闘
可
る

布
達
よ

h
捺

I
れ
ば
恐
ら
く
刷
者
併
加
せ
ら
れ
わ
ル
も
的
で
あ
ら
う
c

五
年
以
後
洋
銀
が
回
附
闘
を
以
て
計
上
川
に
巳
れ

た
事
は
、
前
越
の
貨
幣
計
算
山
納
例
則
及
び
入
年
十
二
月

ω帳
術
記
入
規
則
に
よ
り
て
明
か
で
あ
る
。
依
勺
て
こ

品

、
に
問
腿
ご
し
て
残
る

ωは
、
ド
ペ
セ
Y

ト
が
如
何
に
聞
に
換
算
せ
ら
れ
た
か
、
及
び
若
し
般
に
耐
に
換
算
せ

ら
れ
て
庶
た
記
す
れ
ば
克
仁
一
聞
に
換
算
せ
ら
れ
た
比
率
如
何
ご
い
ふ
引
で
ゐ
る
。

)
 

山
政
府
紙
幣
明
治
政
府
は
維
新
首
時
の
莫
大
な
る
支
山
に
充
つ
べ
き
牧
入
を
ゐ
ら
ゆ
る
方
而
に
求
め
た
が
、

そ

ω最
も
放
川
市
ゐ
り
し
は
太
政
宵
札
(
金
札

)ω
政
行
で
あ
る
。
元
年
四
月
よ
り
二
年
七
月
に
亙
っ
て
合
計
四
千
八

百
誌
尚
北
り
巨
額
が
俊
行
せ
ら
れ
、
そ
の
流
一
辿
を
聞
滑
な
ら
し
め
ん
が
作
め
、
政
府
は
金
札
合
以
て
ぬ
納
に
充
つ
べ

き
一
事
を
も
炎
附
し
た
。
後
二

ω金
札
に
謝
す
る
補
助
貨
ご
し

τ三
年
九
月
に
殺
行
せ
ら
れ
た
民
部
省
札
も
同
慌
に

雨
分
米
を
以
工
呼
ば
札
、
同
じ
政
府
紙
幣
-Y
ゐ
る
大
城
省
泣
券
・
開
拓
使
究
換
読
酔
サ
R
A
ぴ
新
紙
鮮
が
凶
を
以
て
呼

ば
れ
た
の
に
封
し
て
興
味
ゐ
る
差
迭
を
有
す
る
。

詑

ダ也

耐
と
川
と
の
刷
係
に
就

τ

都
ご
十
八
笹

第
六
焼

ーじ

ブL

λ
仁
カ

UJl拍財政見、 l!H;，Issn 
向 上、在側、 845H番目自

9) 
10) 



設

苑

第
二
十

λ
容

師
、
と
問
主
」
の
闘
Mm
に
就
て

八
八

O

第
六
観

A 
O 

初
出
政
府
は
、
財
政
目
的
己
金
札
普
及
的
目
的
ピ
を
以

τ諸
藩
仁
石
高
削
貸
付
を
命
じ
た
。
ご
れ
諸
藩
に
を
の

石
高
に
肱
じ

τ資
金
を
融
通
す
る
方
法
で
め
っ
て
、
正
金
に
よ
る
償
リ
叫
及
び
利
子
の
枚
入
を
目
的
正
し
、
諸
藩
の

財
政
救
済
よ
り
も
事
ゐ
政
府
の
財
政
締
約
が
主
要
目
的

r
ゐ
っ
た
。
け
れ
ど
も
人
智
金
札
に
慣
札

T
・
叉
政
府

ω

信
用
も
未
v
h
輩
闘
な
ら
さ
り
し
た
め
、
流
辿
困
維
を
極
的
、
そ
の
最
も
凶
滑
な

h
古
都
せ
ら
品
、
東
京
大
阪
京
都

の
三
郁
に
於
4
f
b
d
雨
催
炉
に
正
金
四
十
刷
の
倒
伯
し
P
持
た
な
い
ご
い

L
有
様

rあ
っ
た
。
二
、
に
於
工
政
府

は
、
元
年
六
月
正
金
正
の
間
に
追
を
立
つ
る
掛
金
決

ι・
九
河
川
に
は
机
枕
及
び
続
上
納
に
一
切
金
札
を
用
ふ
べ
き

唱
を
命

ι、
以
て
金
札
倒
他
山
岡
山
悦
を
計
っ
た
け
れ
Y
」
も
そ
の
殺
な
く
.
依
然

t
し
て
正
金
に
封
し
て
二
訓
磁
の

打
歩
が
鮒
せ
ら
れ
た
。
政
府
も
己
む
を
得
中
十
二
月
間
日
に
至
っ
て
紙
併
相
場
を
認
め
、
同
二
十
二
日
に
は
請
上

納

ω巾
令
納
め
分
は

W
〈
紙
幣
百
二
十
耐
を
以
し
正
合
一
百
耐
に
充
つ
べ
き
旨
命

ιた
。
二
年
二
月
に
宝
h
、
幣
制

改
革
の
円
的
を
以
て
太
政
官
中
に
治
幣
局
を
設
位
す
る
ご
同
時
に
東
京
に
於
け
る
金
銀
座
を
廊
止
し
、
次
で
地
金

銀
世
得
品
た
め
に
断
然
正
金
の
支
出
全
停
止
[
、
紙
幣
を
は
て
百
般
の
支
出
加
に
光
省
し
、
官
山
内
俸
給
諸
物
品
山
り

代
倒
等
総
工
、
一
ヶ
月
中
十
日
間

ω紙
僻
平
均
相
場
を
以
℃
之
を
支
扮
ふ
事
ピ
し
た
。
従
っ
て
紙
際

ω世
上
に
流

布
す
る
も
め
盆
i
多
く
、
絞
渋
川
介

ω混
乱

8
2
甚

L
く
な
っ
た
け
れ
ど
も
・
四
月
二
十
九
日
に
い
た

h
、
令
札
の

通
周
年
以
を
改
定
し
、
新
品
且
J

」
の
殆
換
を
滋
約
し
て
品
川
札
相
場
を
厳
し
、
五
月
四
日
に
は
制
而
煩
桁
を
以
て
諸
枕

の
上
納
に
充
て
し
め
、
又
品
盟
行
商
を
制
限
し
た
の
で
・
制
聞
く
金
札
流
地
的
道
は
閲
り
・
従
っ
て
正
金
ご
の
聞
き
も

減
少
し
、
遂
に
は
反
謝
に
正
金
に
打
歩
の
附
せ
ら
る
〉
佐
古
へ
見
る
に
至
っ
た
。

右
の
如
〈
太
政
官
札
は
、
明
治
初
年
の
財
政
上
要
重
な
る
牧
支
弓
段
で
あ
っ
た
。

一
時
二
十
両

ω打
歩
を
附

L

大胆是齢八十五年虫、容一、 238頁1宅政考張中篇(政Jif紙棺事匪)、 '3貰以下.
以下、 さ参冊
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て
上
納
せ
ら
れ
‘
時
山
円
相
場
に
依
っ
て
支
出
せ
ら
れ

τ居
た
聞
は
、
雨
貨
仙
慣
に
換
算
し
て
計
上
せ
ら
れ
て
居
た

が
、
そ
の
他
は
板
商
慣
格
遁
り
雨
貨
幣
ピ
同
品
川
に
牧
支
せ
ら
れ
た
。
何
れ
に
し
て
も
夏
に
開
慣
に
換
算
せ
ら
る
、

に
蛍
っ
て
問
題
ぜ
な
る
の
は
雨
吉
岡

t
の
閲
係
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
・
】
れ
に
就

τは
そ
り
批
判
賞
で
ゐ
っ
た
事
、
郎
ら
一
一
闘
が
一
同
川
町
削
合
を
以
て
計
算
せ
ら
れ
て
ゐ
る
事

を
、
明
hr
に
入
期
間
決
算
法
に
窺
ム
市
中
が
州
市
市
品
。
印
も
第
一
期
一
一
四
、

O
一二七
J
二
八
九
・
八
二
二
及
び
・
第
二

期
二
三
、
九
六
二
、
六
一

0
・
一
入
七
、
ん
V

計
阿
千
八
百
両
闘
は
、
太
政
宵
札
俊
行
一
同
四
千
八
円
高
山
附
を
数
字
は
そ

都
呼
の
み
改
め
て
計
上
ゼ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
一
見
に
-
」
的
事
ケ
明
hr
に
一
不
す
も
の
は

よ
h
十
二
年

1
月
仁
王
ゐ
附
に
わ
は
れ
た
金
札

ω
盤
川
崎
表
で
ゐ

z
L
「
明
治
州
政
史
」
に
よ
れ
は
ー

の
ま
、
に
、

Tt
年
三
月

太
政
dH
札
品
目
行
川

拾

噌

干し

一
O
、
一
二
三
一
一
、
八
九
わ
同

五:

同

札

4
1

、L
4
、ー、-、、
f
a

ヨ
ゴ
プ
ヅ
プ
ノ
ヨ
-
P

ま

NY 

一
五
、
問
八
五
、
七
九
八
開

，t 

査

ヨT

*L 

五
、
一
六
一
J

一
九
六
同
一
分

査

朱
旦

Fa

JL 

一、
O
五
の
、
三
三
の
町
コ
一
φ

四八、
O
円。、

o
o
n商

同

整

" i叶

ま!Il

四
五
、
六
六

J

、
五
九
五
叫
九

新
料
耐
官
、
と
交
換
前

=
、
円
五
一
一
、
七
四
阿
・
一
一
一
五

金
札
引
換
品
阿
倍
誼
許
と
交
換
向

;Jl; 

苑

F、

耐
と
闘
と
白
凶
係
に
就
て

第
二
十
八
谷

部
大
椀

J、
ノ丸

明治財政史、巷 l一、 421'¥12) 



[世

施

F、
λ 

第
二
十
八
各

耐
と
岡
と
の
閲
慌
に
就
て

第
/、
税

A 

円

一
、
五
九
八
・
一
九
回

拙
改
手
入
倖
有
之
引
揚
切
高

一八回、
O
穴
一
・
七
五
O

失

高

阪

瓦l

四八、ハ
)
O
円、

coo-
。。。

ピ
せ
ら
れ
て
こ
、
に
も
同
，
徐
内
事
が
行
は
れ
て
居
h
九
民
部
省
札
も
岡
ぬ
に
整
理
せ
ら
れ
て
居
る
の
を
見
る
o

れ
は
勿
論
.
新
貨
僚
例
ぞ
」
同
附
に
後
布
せ
ら
れ
た
一
闘
を
一
闘
に
光
つ
ア
し
ご

ω布
告
に
操
っ
た
も
の
で
あ
ら
う

が
.
そ
の
詳
'
叫
酬
は
第
一
一
一
簡
に
越
ぺ
る
事
正
す
る
。

倫
明
治
初
年
仁
後
行
せ
ら
れ
た
政
府
紙
幣
仁
は
、
大
磯
省
詮
券
そ

ω仙
三
純
州
知
ゐ
る
り
れ
げ
と
も
、
皆
凶

ω郁
呼

を
以

τ脅
針
せ
ら
れ
て
ゐ
る
か
ら
、
こ
、
仁
は
問
題
ピ
な
ら
な
い
。

-
一
一
檎
札
こ
れ
は
諸
泌
が
そ
の
財
政
上
の
円
的
を
以
て
脇
田
行
せ
る
、
傾
内
限
b
通
則
能
力
ゐ
る
不
換
紙
幣
で
あ

る
。
そ
の
起
原
に
つ
い
て
は
朋
が
で
な
い
が
、
康
雄
即
位
腕
の
蛍
時
に
は
二
百
四
十
余
議
・
十
四
腕
.
九
旗
下
鎖
に

及
び
.
そ
の
純
類
も
金
札
銀
札
・
ぜ
首
也
、
米
札
・
銭
札
・
永
札
・
率
札
・
総
統
札
・
慨
制
札
等
断
る
多
休
正
な
b
、
倒

備
に
於
℃
は
反
古
紙
に
等
し
き
も
の
さ
へ
あ
る
に
至
っ
た
。
明
治
政
府
は
ニ
れ
ら
滞
札

ω整
理
を
以
て
融
市
制
統
一

の
急
務
ご
な
し
、
二
年
二
月
に
は
そ
の
増
袋
行
を
厳
禁

L
・
四
年
七
月
十
四
日
廓
務
健
腕
叫
ん
準
あ
る
や
断
然
そ
の

厳
止
を
決
行
し
た
。
即
も
同
日
川
相
場
を
以
て
新
紙
幣
E
交
換
す
る
事
を
命
じ
・
同
時
に
岡

ι相
場
を
以
t
組
枕

上
納
に
の
み
用
ム
る
事
を
許
し
、
以
て
揖
カ
を
的
引
揚
げ
に
は
刀
め
た
の
で
ゐ
る
o

放
に
務
札
が
政
府

ω財
政
上
に

そ
の
地
位
を
占
h
u
る
に
至
っ
た
の
は
、
大
部
分
会
岡
政
令
一
途
に
出
た
る
阿
年
七
月
十
四
日
に
始
ま
る
。
而
て
全

然
厳
止
せ
ら
る
べ
き
も
の
で
ゐ
る
か
ら
、
支
出
手
段
正
し
で
は
会
〈
用
ひ
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
ゐ
る
。
右
の
引
換 』

窟拡需t嗣、停九、 52了18) 



及
び
上
納
り
標
準
正
な
っ
た
相
場
は
如
何
な
る
稽
呼
で
建

τら
れ
た
か
。
五
年
二
月
十
三
日
の
大
減
省
布
逮
に
示

せ
る
上
納
読
書
山
雛
形
に
よ
れ
ば
、

誼

一
企
判
官
同
何
千
両
也

此
紙
幣
何
斑
何
千
刷

此
札
何
十
何
高
枚

制
辛
未
七
月
十
四
日
相
場
企
去
削
に
つ
き
杭
都
何
程

色
殿
様
ワ

(
紙
幣
と
は
藩
札
を
指
す
|
|
説
者
)

一
日
一
宮
時
の
通
貨
に
改
め
ら
れ
、
一
具
に
新
貨
に

換
算
せ
ら
れ
た
の
で
ゐ
つ

τ、
こ
、
に
も
耐
正
岡
正
の
刷
係
が
最
技
内
向
越
正

ιて
残
る
事
正
な
つ
化
の
で
あ

ピ
ゐ
る
週
・
り
.
雨
一
肝
機
準
ご
せ
ら
れ
て
居
る
の
で
あ
る
。
印
ち

る。

品

第.

雨
ご
固
ご
の
閲
係

以
上
に
於

τ、
川
政
放
交
の
闘
傑
計
算
に
散
り
、
雨
ピ
岡
此
び
ド

Y

E
一凶

t
り
比
酬
明
を
問
題
正
し

t
残
[
、
政

府
紙
鮮
の
項
に
於
て
岡
正
一
闘
己
が
一
劃
一
の
例
合
を
以
て
換
算
せ
ら
れ
た
事
に
柿
1
胸
れ
、
而
て
そ
の
根
擦
を
四

年
五
月
十
日
に
布
告
せ
ら
れ
た
新
貨
例
目
第
四
「
新
貨
幣
ご
在
来
週
周
貨
幣
ご
の
腐
絡
は
.
一
回
を
一
一
同
郎
も
永

一
員
文
に
充
つ
べ
し
。
故
に
五
十
銭
ほ
二
分
印
ち
氷
五
肖
丈
一
百
々
」
に
求
め
た
。
こ
の
岡
国
謝
嘗
は
名
目
繍
備
に
就

ー
で
あ
っ
て
、
材
料
償
値
が
雨
正
岡
正
に
於
工
会
〈
等
し
か
っ
た
が
ら
便
宜
上
稗
呼
が
改
め
ら
れ
た
ご
い
ふ
わ
り

臼止

現包

A 

岡
正
附
冒
と
白
閲
怖
に
就
て

部
二
十
八
寄

務
大
腕

八

λ

一一一

向上、 54丁
大日本貨惜史、 三貨部、 49'~t
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設

>lll 

同
と
闘
と
の
闘
怖
に
就
て

部
ニ
十
人
審

λ
λ
凹

第
六
協

i¥ 
1m 

一
雨
を
一
一
回
に
常
つ
ぺ
し
ご

ω法
令
が
必
制
せ
ら
れ
て
賞
行
を
見
た
の
で
あ
る
。
り
れ
ど
も
名
目
樹

位
に
よ
る
貨
幣
の
通
用
に
慣
れ
す
、
況
ん
や
僻
制
の
極
度
に
奈
乱
ぜ
る
明
治
初
年
に
め
つ
て
は
、
必
A
V
や
雨
己
随

ご
が
材
料
備
伯
に
於

t
少
〈
正
も
相
接
近
せ
る
に
非
す
ん
は
、
一
片
の
布
告
ケ
以
て
し
て
は
そ
の
賀
行
に
は
多
大

の
附
碍
一
か
む
っ
た
事
正
思
は
れ
る
。

初
め
階
制
故
事
の
市
引
が
識
せ
ら
る
、
ゃ
、
同
柵
呼
並
に
形
献
は
一
苅
り
ま
、
ご
し
只
質
質
的
み
を
改
め
ん
己

L
わい

が
、
一
部
誠
者

ω辿
議
に
依
っ
て
同
稲
呼
の
銀
貸
本
位
訟
ピ
綾
じ
、
胸
じ
て
金
貸
本
位
設
ご
な
っ
て
漸
く
採
則
せ

ら
れ
た
戸
で
ゐ
っ
て
、
此
等
の
議
に
於
て
材
料
倒
他
的
標
準
さ
な
っ
た
も
の
は
、
外
凶
己
の
取
引
に
於
工
最
も
多

〈
刷
用
ひ
ら
れ

τ局
た
洋
俄
で
あ
る
。
き
れ
ば
我
山
か
幽
明
治
初
頭

ω
幣
制
改
革
に
偶
I
貢
献
す
る
事
ど
な
っ
た
洋
銀

は
賞
時

ω我
山
川
通
貨
己
り
聞
に
も
密
比
四
午
閥
係
が
あ
り
、
而
JL
ニ
の
洋
銀
の
仲
介
に
よ
っ
て
闘
が
固
に
改
め
ら
れ

た
の
で
は
な
い
か
ぜ
考
へ
る

ω
を
至
蛍
古
す
る
。
依
っ
て
以
下
ニ
山
事
を
遁
べ
よ
う
ご
思
ふ
o

で
は
な
い
。雨

t
弗
正
の
閥
係

徳
川
時
代
は
米
選
ひ

ω純
憐
時
代
ご
稀
ぜ
ら
る
、
が
、
一
両
に
於
て
貨
幣
の
普
及
は
時
代
の
降
る
ご
共
に
そ
の

範
囲
盆
I
民
大
己
な
り
、
財
政
上
の
収
納
に
米
十
主
ご
せ
る
幕
府
は
、
諸
般
の
費
用
を
支
出
す
る
の
に
一
旦
貨
幣

に
換
へ
る
一
却
を
要
し
た
る
た
め
・

t
A
作
の
豊
凶
如
何
を
悶
は
中
、
財
政
的
指
乏
に
苦
し
ん
だ
の
で
あ
る
o

そ
の
救

済
策
正

Lτ
御
用
金
山
賦
誠
.
奔
借
金
拝
借
米
に
よ
る
利
子
牧
入
等
市
山
々
の
手
段
が
川
ひ
ら
h
H

だ
が
、
そ

ω最
も

注
目
す
ぺ
き
を
貨
幣

ω改
鈴
な
り
正
す
る
o

こ
れ
貨
僚
の
品
位
を
低
下
す
る
事
に
よ
り
出
目
を
得
て
以
工
財
政
の

不
足
を
填
補
せ
ん
ご
す
る
も
の
で
め
っ
て
元
鵡
年
間
以
後
援
』
行
は
れ
、

E
徳
享
保
雨
同

ω
改
革
に
よ
っ
て
一
時



ヲ
ぞ
の
弊
a

与
を
救
治
す
る
ご
甲
}
ろ
あ

h
し
も
、
趨
勢
止
む
る
を
待
す
、
一
克
疎
以
前
の
涌
貨
た
る
鹿
長
金
一
両
が
新
食

仁
換
算
[
て
拾
附
除
な
る
仁
射
出
し
て
、
明
治
初
年
に
鋳
造
せ
ら
れ
た
る
二
分
判
金
は
一
同

ω賀
川
約
守
凶
入
銭
，
乙

な
り
.
百
七
十
除
年
の
間
仁
買
に
十
分
の
九
の
品
位
切
下
が
行
は
れ
た
的
で
あ
る
。

安
政
五
年
の
通
商
依
約
に
依
っ
て
、
各
外
側
貨
怖
は
日
本
貨
幣
ご
モ
の
同
和
的
同
量
を
以
一
1
E
ひ
に
通
用
す
べ

き
引
を
許
さ
れ
(
日
間
的
作
に
附
す
る
規
定
な
l
)
、
外
閥
貨
昨
中
最
も
多
く
行
は
れ
た
る
洋
銀
(
ノ
キ
ジ
カ
ン
、
タ
ラ

1
)
が
銀
貸
怖
で
あ
っ
た
縛
め
、
我
が
一
分
銀
が
比
倒
的
治
象
吉
な
り
、
そ
の
三
町
十
一
例
己
一
弗
洋
銀
N
H
制
ご

が
割
償
ご
せ
ら
れ
た
。
而
も
比
の
比
仰
を
定
め
た
手
総
は
甚
だ
簡
単
で
、
米
凶
H

公
使
H

U

ノ
ー
が
畑
一
雑
作
に
科
り
」

カ
に
出
川
蹴
百
仰
を
入
れ
、
一
見
仁
そ
れ
に
釣
合
ふ
伐
に
仙
の
一
方
に
我
が
L

介
銀
を
入
わ
い
た
己
、
ん
が
、
三
行
十
一

制
裁
っ
た
の
で
、
之
を
定
的

τ不
設
の
撚
準
ご
L
h
ι
J己
い
ふ
事
で
あ
る
o

砕
同
時
の
一
分
銀
(
天
保
一
ゆ
判
銀
別
利

古
品
目
代
ぽ
)
は
洋
銀
仁
比
し
て
口
同
位
向
か

h
L符
め
、
之
ピ
交
換
し
て
此
叫
ん
に
海
外
に
持
去
ら
れ
、
叉
我
凶
は
欧

米
ピ
金
銀
山
比
同
闘
を
異
に
せ
し
縛
め
、
金
貨
も
亦
銀
貸
ご
交
換
し

τ総
々
続
出
「
る
嘉
吉
な
つ
わ
い
0

幕
府
は
一
-
の

蚊
況
を
見
て
之
を
制
止
せ
ん
己

ι、
安
政
六
年
仁
は
新
記
仁
堂
外
銀
(
安
政
ι
同
町
分
判
銀
別
鵜
新
品
U

分
銀
)
、
官
同
延
元

年
に
は
戒
分
判
A
U
J
時
永
刊
金
を
夫
i
飴
悲
し
、
品
位
を
劣
悪
な
ら

L
め
て
以
て
そ
の
釣
銭

t
L
K。
り
れ
ど
も
若

し
き
効
果
を
皐
げ
る
ん
却
は
出
来
十
、
特
に
資
分
銀
に
つ
い
て
然
h
し
も
の

ω如
〈
で
め
る
o

印
も
香
川
町
等
に
於

τ

関
越
せ
る
一
分
銀
ご
の
交
換
及
び
貿
易
の
決
務
等
の
た
め
に
、
内
地
布
川
切
に
挑
底
す
る
ま
で
に
沈
山
を
印
刷
り
た
の

で
あ
る
o

寸
大
限
侯
入
十
五
年
庇
」
に
よ
れ
ば
、
慶
応
末
年
に
は
洋
銀
一
個
は
一
一
分
銀
ニ
仰
に
し
か
換
へ
ら
れ
泊
税

そ
の
市
倒
騰
貴
し
た
ご
い
ふ
事
で
あ
る
ω
而

τ高
延
以
後
銭
匙
せ
ら
れ
た
る
三
分
制
金
は
、
ロ
川
位
劣
悪
な
り
し
た

設

苑

第
六
時
制

J司、

E 

同
と
剛
と
凸
附
係
に
就
て

停
二
十
八
位

凡
八
百

大股fえ八十五年火、幸 、 18~ よ t

ft"'J J、lB3H
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品t

手H

印
刷
=
，
寸

λ
谷

八
六

耐
と
剛
ー
と
の
附
係
に
就
で

阜
、
、
に

一
ノ
ノ
piJ

第
六
跡

め
、
安
政
俊
約
に
よ
る
交
，
M

税
制
合
、
的
も
洋
銀
ニ
佃
調
二
分
判
金
三
個
を
以
て
す
れ
ば
.
外
商
は
多
大
の
損
失
を

出
品
る
事
正
な
る
山
で
.
安
政
六
分
刊
金
に
帆
到
す
る
が
如
き
持
出
し
方
法
を
講
じ
な
か
っ
た
も
の
の
如
〈
、
従
つ

τ

二
分
判
余
は
内
地
市
場
に
最
も
多
く
行
は
品
、
出
正
な
っ
た
。

右
の
他

a

明
治
政
府
は
去
の
初
め
に
蛍
つ

T
、
財
政
の
必
要
上
高
延
ニ
分
制
金
百
殆

Y
一
州
慣
の
二
分
制
金
金
銭

m
U
し
た
。
地
へ
L
b
υ

机叫ん
Q

た
め
仁
、
貿
易
一
主
得
化
作
銀
仕
以
て
治
問
問
的
棋
金
を
買
っ
た
ご
い
ふ
事
で
ゐ
つ
仁
川
そ
の

鈴
也
市
は
百
七
1
高
岡
仁
及
ん
で
悶
品
。
加
ふ
る
仁
二
分
刊
金
は
己
仁
幕
末
時
代
よ
b
諸
務
l
於
て
山
叫
ん
に
腕
治

が
行
は
れ
わ
れ
ο

葦
J
幕
末
に
及
ん
で
は
、
時
古
へ
諸
説
は
財
政
疲
弊
の
極
に
蓬

L
て
居
た
J

」
ご
ろ
で
鎖
岡
崎
地
古
川

占

の
論
が
勃
興

L
、
闘
防
的
必
要
上
巳
む
な
〈
峨
織
を
附
ヘ
銃
砲
を
求
め
、
叉
鳥
羽
判
伏
見
叫
戦
争
以
来
、
全
闘
は
川
口

〈
附
州
間
関
雨
山
巷
Z
化
1
、
大
小
滞
悉
〈
兵
を
動
か
百
四
も
の
は
な
か
っ
た
の
で
、

mm貨
を
鈴
地
L
τ

一
時
の
品
川

を
救
っ
た
も

ω
が
甚
に
多
か
っ
た
の
で
あ
る
酬
こ

ω
事
は
常
時
二
分
制
金
が
最
も
多
〈
行
は
れ

τ居
た
唱
を
物
語

る
も
の
で
め
ら
う
。二

分
刊
金
は
内
閣
川
貨
小
山
税
措
中
で
あ
つ
れ
。
そ
の
賢
治
の
行
は
る
、
ゃ
自
然
外
閥
人
的
手
に
入
っ

た
も
の
も
多

f
，
こ
、
に
師
向
池
二
分
判
金
交
換
的
問
題
を
生
じ
、
時
什
銀
Z
二
分
刊
金
ざ
の
比
償
、
従
っ
て
令
銀
此

倒

ω問
題
が
強
(
政
府
常
路
者
を
悩
ま
す
事
正
な
っ
た
の
で
め
る
。
金
銀
比
債
の
相
遣
は
我
闘
に
不
利
な
る
の
み

な
ら
中
、
思
貨
円
貨
川
り
流
通
に
よ
る
幣
制
の
混
乱
は
・
一
方
外
岡
貿
易
の
不
振
を
来

L
、
他
方
内
岡
沈
泌
を
阻
害

し

τ経
済
上
に
及
ぼ
す
影
響
は
少
、
な
か
っ
た
。
就
中
ご
れ
を
入
手
せ
る
外
国
人
よ
り
倍
怖
を
訴
へ
ら
れ
柁
る
諸

外
国
会
使
は
、
口
を
極
め
て
我
が
凶
山
僻
制
を
非
難
し
そ
の
改
革
を
強
要
L
た
の
で
、
政
府
は
内
外
多
端
岡
費
窮

お
の
如
〈

:t~政幸型、中嗣(Uk '!f~\怖前出}、，6山
山利公正i唱、 2ロH
大限侯八十五年史、岱ヘ 334頁
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之
の
際
な
る
仁
も
拘
ら
守
、
特
に
幣
制
改
革
に
怠
を
則
ひ
、
先
づ
京
都
金
座
巾
に
貨
幣
分
析
所
を
設
り
て
内
外
貨

幣

ω
分
析
じ
常
ら
し
め
た
の
で
あ
る
。

こ
の
結
川
市
貨
幣

ω
材
料
痕
怖
は
明
白
ご
な
り
、
叉
欧
米
に
於
け
る
金
銭
的
比
債
を
知
る
事
に
よ
っ
て
、

金
二
例
即
ち
一
隔
が
時
i
洋
銀
一
ド
ル
に
謝
常
1
る
却
が
認
め
ら
れ
た
端
正
厄
は
れ
る
。
而
rL
政
府
は
、
二
年
七

月
二
十
一
日
に
は
三
分
金
負
一
伊
良
換
方
案
を
示
し
て
外
凶
入
所
有
的
二
分
判
金
一
一
百
佃
己
洋
銀
γ

日
ド
戸

z
e
T
交
換
せ

ん
引
を
各
凶
公
使
に
提
議

L
V
一
一
一
年
十
月
に
は
貨
幣
交
換
山
一
帯
を
各
岡
公
使
仁
報
告
し
て
「
一
一
分
銀
は
三
川
十
一

例
印
も
七
十
七
臨
三
分
、
並
に
二
分
金
貨
一
一
打
倒
帥
も
一
汀
雨
は
共
じ
料
挑
ピ
見
倣
L
、
手
、
山
倒
的
相
以
凡
そ
一
訂

「
ド
ぞ
7

F

」
に
充
つ
べ
〈
一

T
Tい
ひ
、
先
日
依
一
例
制
定
ご
共
仁
治
的
比
率
を
決
定
L
て
居
る
ο

こ
、
仁
於

τ一一

分
金
負
V
Y
所
持
す
る
外
岡
人
は
そ

ω値
下
り
に
よ
る
不
利
位
十
一
栄
る
事
ど
な
り
、
旦
叉
外
国
一
よ
ι
り
の
輸
出
貿
易
じ

不
振
を
来
す
事
ご
な
る
を
以

τ、
外
国
会
使
は
外
務
省
に
抗
議
L
て
戎
ロ
リ
れ
い
と
も
我
が
闘
は
附
然
之
れ
を
斥
り

た
o

印
ち
四
年
七
月
の
外
務
省
首
局

t
各
閥
会
使
ど
の
品
目
見
の
一
節
に
、
「
彼
日
ふ
、
二
一
分
金
貨
は
盛
期
帝
銀
貨

竿
「
ド
u

て
フ
ル
」
に
調
官
せ
争
、
我
日
ム
、
是
れ
分
析
を
な
す
の
綿
密
な
ら

F
る
に
由
る
の
み
、
共
の
宇
「
ド
U
F
7

Y

」
に
謝
蛍
す
る
や
明
h
r

な
り
、
却
も
出
回
国
香
港
共

ω他
り
各
地
に
於
て
分
析
を
な
せ

L
も
の
は
大
抵
午
「
ド
ケ
フ

却

炉
」
に
調
蛍
せ
り
」
己
ゐ
る
。
而
て
外
国
公
使
も
遂
に
こ
れ
を
承
認
し
て
・
是
に
二
分
判
金
一
一
則
さ
洋
銀
一
ド
戸
ご

の
樹
首
が
認
め
ら
れ
た
。

賞
際
開
港
場
に
於
け
る
税
金
が
、
こ
の
割
合
で
二
分
刊
金
を
以
て
牧
納
せ
ら
る
、
事

εな
っ
た
の
は
、
四
年
十

一
月
以
後
の
事
で
ゐ
っ
て
、
そ
の
布
途
じ
よ
れ
ば
洋
銀
百
個
に
針
し
二
分
刊
金
二
百
二
個
(
こ
の
柄
数
は
新
管
回

詑

訓包

耐
と
闘
と
の
閥
係
に
就
て

分
中j

弟
二
十
八
笹

都
大
概

八
七

八
八
七

明袖陥政虫、毎 f一、 370耳

大瀧省il~革車、 tiE時1担当、一、 471
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説

第
二
十
八
巻

y、
J、

現i

耐
と
凶
と
の
閥
俸
に
就
て

λ
λ
八

第
六
概

金
貨
に
つ
い
亡
も
同
じ
)
ぜ
な
っ

τ居
る
叫
こ
の
時
に
於
て
も
一
一
分
銀
は
や
は
与
一
一
一
百
十
一
仰
の
割
合
ご
せ
ら
れ

て
居
る
か
ら
、
銀
貨
に
就
て
は
一
ド

Y
E
三
分
除
£
が
謝
嘗
で
め
る
様
で
あ
る
が
、
之
れ
は
我
が
凶
金
銭
比
貨
山

正
蛍
な
日
3
5
h
し
に
依
る

ωで
ゐ
っ
て
.
-
』
的
制
限
り
を
矯
正
す
れ
ば
三
分
俄
的
質
問
聞
は
四
分
即
ち
一
副
ご
な
る

ω

ぬ

で
あ
る
。

明
治
初
年
の
脱
準
通
貨
は
高
叫
以
後
明
治
へ
か
け
て
鍛
造
せ
ら
れ
た
る
二
分
刊
金
で
あ

そ
の
一
一
附
の
質
的
凶
陥
I
詳
銃
一
ド
片
の
百
樹
立
雄
官
し
が
っ
た
の
で
あ
る
。

凶
ご
弗
己
の
閥
係

明
仇
-
一
年
十
一
月
時
制
故
草
山
議
決
す
る
や
、
そ
の
本
位
ご
し
て
珠
定
せ
b
れ
た
の
は
・
量
H
七
匁
二
分
ニ
周

五
九
二
よ
り
減
中
る
劫
な
さ
、
品
位
十
分
的
九
め
銀
貨
に
し
て
、
洋
銀
ご
全
然
同
一
の
も
の
で
あ
っ
記
山
こ
の
珠

山
必
は
‘
官
附
淵
且
封
品
川
り
た
め
米
間
幽
仁
在
h
L
伊
藤
大
減
少
輔
(
腕
文
)
叫
建
議
に
作
品
き
・
各
国
日
公
使
法
に
川
叫
幣
顧
問
の

外
人
等
的
反
針
uU
見
ゐ

h
L
じ
も
拘
ら
す
、
金
本
位
制
を
採
る
一
帯
に
竣
夏
せ
ら
れ
わ
い
。
本
位
金
貨
山
中
瓜
位
己
な
れ

る
長
岡
金
貨
は
三
五
グ
一
フ
ム
聞
も
四
分
凶
純
分
を
有
し
材
料
倒
値
じ
於
ー
は
常
初
抽
出
定
せ
ら
れ
た
る
品
目
制
銀

ょ
、
り
も
制
I
劣
つ

τ尉
た
。
而

τ外
凶
貿
易
仁
於

τは
術
品
銀
貨
を
以

1
多
〈
取
引
せ
ら
れ
し
た
的
、
政
府
は
そ

の
便
宜
の
た
め
仁
別
に
貿
易
に
の
み
川
ふ
る
費
国
銀
貨
を
鋳
恋
し

τ洋
銀
ご
品
量
合
間
一
な
ら
し
め
・
以
一
て
こ
の

占
リ
凶
総
見
ぴ
洋
銀
行
側
ご
本
位
金
銭
百
登
闘
ピ
ぞ
封
常
ご
し
た
o

こ
の
常
国
鉄
が
繭
ひ
し
て
そ
的
牧
金
的
磁
出
合

招
致
し
た
事
は
周
知
的
事
柄
で
あ
る
。

ー一

Mrap--7719
九
工

'
A
-
y
ι
晶
主

ze--喝

J
町

i
J
J
f
し
w

J
 

一右
に
よ
っ
て
明
か
な
る
如
く
、
政
府
は
融
市
制
改
革
仁
際

L
て
め
く
ま
で
外
闘
関
係
を
顧
慮
し
、
本
的
作
貨
絡
の
量

明治財政虫、を七、 IS8fi
本稿末1"-心事考表参Hii
問地財政史、袋一ト一、 3261~i
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日
品
位
す
べ
て
外
幽
貨
幣
仕
様
冊
中
正
し
、
金
本
位
制
を
決
定
す
る
に
及
ん
で
、
メ
ト
リ
ッ
ク
、

せ
ら
れ
て
品
位
制
ふ
洛
も
た
り
Z
臨
も
、
備
は
陥
I
去
岡
正
一
F
W
Z
の
劃
嘗
を
保
持
せ
ん
手
し
て
居
る
の
で
あ

る
o

こ
れ
会
〈
↑
壮
一
家
の
我
が
貨
幣
に
準
機
す
る
仁
足
る
べ
き
も
の
な
(
、
外
岡
よ
り
迫
ら
れ
、
是
の
要
求
に
踏
じ

て
企
℃
ら
れ
た
僚
制

ω改
革
で
あ
っ
た
一
部
に
旭
闘
す
る
。
郎
も
刷
貨
の
制
定
は
み
ム
〈
他
律
的
で
わ
っ
た
ご
い
は
な

シ
ス
テ
ム
に
規
定

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

耐
ご
間
ご
の
聞
係

以
上
一
一
例
ニ
項
に
於
て
、
蛍
時
過
問
の
撚
準
で
あ
っ
た
こ
品
川
判
命
の
相
料
創
価
が
作
鋭
仁
い
球
近
ゼ
る
事
、
及
び

幣
利
改
革
が
洋
銀
を
基
準
ご
し
T
行
は
れ
た
訪
を
時
辿

L
た
。
こ
れ
仁
依
つ

T
一
山
ご
凶
己
的
劉
常
聞
係
は
陥

t
明

か
に
な
っ
た
ご
凪
ふ
炉
、
山
川
ほ
繰
返
し
て
こ
の
事
ケ
述
べ
て
見
ょ
う
。

上
過
川
知
〈
明
治
初
頭
の
幣
制
改
革
は
金
〈
他
作
的
で
あ
っ
た
。
然
ら
ば
我
が
岡
本
来

ω
貨
怖
に
一
一
刷
も
興
へ

ら
れ
な
か
っ
た

hrzい
ふ
に
き
う
は
考
ら
れ
な
い
。
幣
制
改
革
質
行
に
嘗
っ
て
、
参
加
〈
大
限
入
太
郎
(
重
信
)
及
び

池
幣
判
事
久
世
治
作
の
建
議
に
基
量
、
方
形
ケ
鹿
し
て
同
形
ご
な
す
事
、
及
び
四
準
法
令
厳
し
て
十
誕
法
芭
な
す

事
が
決
定
せ
ら
れ
た
の
は
二
年
三
月
で
ゐ
る
。
こ
の
形
蹴
倒
名
よ
ち
も
真
に
艇
一
裂
な
る
問
題
は
、
北
(
の
品
位
及
び

金
銭
比
師
倒
並
に
そ
の
純
州
知
ゆ
定
的
方
で
あ
っ

t
、
特
に
品
位
じ
就
い
て
は
我
が
閥
在
来
の
不
統
一
仁
徳
h
，
¥
外
側

貨
鮮
の
統
一
あ
る
事
に
鑑
み
、
百
万
哨
問
先
企
重
ね
、
遂
に
同
年
十
一
月
に
及
ん
で
其
午
前
を
決
!
諸
外
岡
公
使
仁

幻

通
告
す
る
運
び
ご
な
つ
仁
の
で
あ
る
。

そ
の
決
議
要
領
を
見
る
に
、
る

τ新
稀
の
貨
幣
を
畿
日
付

L
、
そ
の
本
位
ご
な
る
も
の
は
醐
宗
一
芸
品
P

駐
屯

詑

苑

雨
と
闘
と
由
一
醐
係
に
就

τ

第
二
十
入
品
世

第
六
批

F、
プL

入
入
九
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品

苑

第
二
十
凡
告

九
O 

雨
と
岡
と
の
聞
係
に
就
て

入
九
O

最

競

あ
る
胡
の
他
、
在
来

ω
悶
貨
幣
己
の
附
係
に
つ
き
何
ら
記
哉
せ
ら
る
、
所
が
な
い
。
り
れ
ド
ど
も
宮
山
川
阪
に
精
密
な

る
分
訴
も
行
は
れ
て
居
た
か
ら
、
嘗
附
の
金
銀
比
舗
に
基
い
て
我
が
ニ
H
T
判
金
二
枚
印
も
一
闘
が
略
E
洋
銀
一
ド

ル
仁
一
割
賞
す
る
事
が
判
明
[
て
居
た
市
中
ピ
忠
は
れ
る
。
依
っ
て
洋
銀
ご
口
叩
位
会
〈
同
じ
き
一
岡
銀
を
鋳
遺
す
れ

ば
、
在
来
の
一
一
分
銀
四
枚

ω
一
一
附
に
は
劉
件
闘
し
な
い
り

U
V」
も
、
常
時
の
通
貨
巾
最
も
多
〈
行
は
れ

τ居
た
二
分

判
金
二
枚
の
一
闘
に
は
陥

I
針
蛍

L
1
、
岡
山
裕
一
昨
を
直
も
じ
岡
仁
改
h
u

る
も
‘
流
通
界
に
大
な
る
波
紋
を
起
き

hv
に
憐
ま

L
得
る
事
が
期
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

印
L
徳
川
誠
泊
山
手
に
似
つ

τ腿
，
s
貨
幣
山
政
鈴
が
'
仔
は
れ
た
る
結
果

U

そ
の
最
後
に
錯
池
山
Y

ら
れ
た
る
二
分

刊
金
一
同
は
、
制
I
沖
銀
一
ド

U
F
E
略
I
同
一
の
質
倒
閣
砂
有
す
る
事
ご
な
h
，
、
こ

ω洋
銀
や
一
媒
介
ご
し
て
雨
よ
b

回
に
甚
汚
都
合
よ
〈
改
め

ιれ
る
事
官
な
っ
た
の
で
あ
る
。
試
み
に
一
一
砂
川
判
金
古
新
号
岡
品
川
貨
ぜ
を
比
較
す
れ
ば

日
方
百
六
十
地
内
一
地
日
誌
附
K
λ
(

組
一
金
土
ハ
ω
比
に
換
算
す
れ
ば
主
λ
}
}

金問一一一坦

純
分
白
方
凹

O
匁

二
分
列
企
百
叫

金
賞
百
聞

で
あ
っ

t
B
骨
同
時
純
金
一
匁
的
側
二
回
五
十
銭
で
あ
る
か
ら
、

問
問
な
る
が
如
き
も
、
賞
時
我
が
凶
貨
他
m
W
口
問
位
は
不
省
一
で
あ
っ
た
事
よ

b
見
れ
ば
、
す
べ
て
の
二
分
刊
金
が
こ

c
q
 

の
日
間
位
を
保
っ
て
居
た
ご
は
稀
し
難
い
。
け
れ
H

と
も
大
健
に
於
て
そ
の
材
料
伺
値
は
甚
ピ
固
に
接
近
し
て
居
た
た

め
、
勝
制
改
革
は
他
律
的
で
ゐ
っ
た
に
も
拘
ら
中
、
我
が
岡
幣
制
の
自
然

ω
推
移
に
合
致
し
得
た
の
で
あ
る
。

二
分
刊
二
附
は
一
回
に
劃
l
て
約
七
銭
五
日
出
方
高

第
四

結

三五
nQ  
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明
治
初
年
内
幣
制
改
革

ω方
針
は
、
営
に
混
沌
た
る
蛍
時
の
貨
融
市
制
皮
中
に
も
合
ま
れ

τ居
た
我
国
一
定

ω慣

習
仁
従
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
w

ば
か

h
で
な
く
、
外
国
貿
易
山
必
要
上
延
い
て
は
内
地
通
川
ま
で
許
す
の
巳
む
を

得
な
い
事

a

己
な
っ
た
外
闘
賞
勝
ご
も
歩
調
を
合
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
而
も
我
が
闘
の
傑
貸
借
仁
は
準
協
す
る

に
足
る
も
山
な
〈
、
両
分
氷
山
間
準
法
に
歪
つ
て
は
甚
花
時
代
に
過
合
し
な
い
も
の
で
ゐ
っ
た
か
ら
、
そ
の
飽
を

洋
銀
に
正
ゐ

4
ご
な
っ
記
の
で
め
る
。
川
m
l
例
制
準
通
貨
で
ゐ
つ
穴
二
分
刊
金
一
一
山
ピ
伴
欽
一
ド
ケ
己
は
材
料
倒
値

に
於

τ略
I
同
一
で
め
っ
た
、
出
.
純
を
洋
州
蹴
に
己

h
一一則
h
f
」
市
も
に
一
一
附
に
泌
瓜
す
べ
き
事
h
r
u
命
じ
て
も
‘
、
通

貨

ω
よ
り
以
上
的
混
乱
を
初
致
寸
ゐ
劫
な
く
、
却
つ

τ所
則
的

H
的
じ
一
剣
山
泌
す
る
輔
が
山
水
た
の
で
あ
る
ω

総
抵

L
て
逃
h
h

る
如
く
、
名
目
似
伯
に
よ
る
貨
般
の
活
用
に
慣
れ
や
且
つ
慨
制

ω甚
に
し
〈
奈
乱
せ
る
叫
に
於

τは、

品
質
に
著
し
き
差
異
ゐ
一
る
岡
貨
慨
を
鈴
迭
し
て
、
一
一
附
を
一
回
に
充
つ
べ
き
事
を
命
中
る
も
そ
の
行
は
れ
ぎ
る
や

明
か
で
ゐ
る
が
、
半
ひ
に
も
刷
己
ド
U
F
J

」
が
謝
賞
の
閥
係
に
ゐ
つ
に
ご
い
ム
高
は
、
上
越

ω
二
重
の
目
的
到
漣
を

任
務
ご
せ
る
司
}
の
併
制
改
革
の
た
め
に
械
に
好
術
会
で
ゐ
っ
た
=
い
は
ね
ば
な
ら
な
い
。
四
年
五
月
十
日
に
布
告

せ
ら
れ
た
新
貨
例
日
の
基
礎
は
こ
、
に
あ
る
の
で
あ
り
、
従
っ
て
阿
稲
呼
の
太
政
官
札
、
民
部
省
札
が
岡
例
都
呼
の

新
紙
併
記
同
一
の
欽
宇
を
以
て
交
換
ゼ
ら
れ
柁
事
も
岐
本
は
こ
、
仁
め
る
の
で
あ
る
。

従
っ
て
、
最
初
に
問
腿
ご
し

τ残
し
た
決
算
苦
の
凶
倒
計
算
も
、
二
分
金
貸
そ
の
他
で
牧
支
せ
ら
れ
た
材
料
傾

値
が
闘
に
換
算
せ
ら
れ
た
の
で
は
な

t
、
一
一
山
を
一
一
凶
.
一
分
を
サ
五
銭
ご
い
ム
が
如
〈
名
H
傾
値
に
よ
っ
た
も

の
ご
見
る
べ
き
で
ゐ
る
。
「
入
る
も
山
に
附
4
る
に
該
川
闘
を
以

τ
L、
又
出
品
も

ω
じ
附
す
る
に
岡
舗
を
以
て
す

る
に
よ
り
片
全
般
の
計
欽
ド
い
は
殆
ど
影
響
な
さ
は
見
劫
き
所
で
あ
h
、
メ
貨
幣
の
材
料
欄
値
の
計
算
は
品
質
同

同
と
闘
と
白
闘
係
に
就
て

設

苑

第
二
十
八
笹

J、
j， 

第
六
凱

ブL



設

苑

岡
と
岡
と
の
附
係
に
就
て

第
二
十
八
巻

/i. 
jl 

第
六
披

九

一
な
ら
玄
る
結
果
諜
h
を
生
じ
易
当
の
み
な
ら
守
、
紙
鮮
に
て
牧
支
せ
る
も
の
ご
の
陶
係
に
於
工
も
、
名

H
町
恨
他

に
よ
る
計
算
が
安
瞥
で
ゐ
る
か
ら
で
め
る
。

而
て
ド
ペ
セ
ジ
ト
を
以

τ記
入
せ
ら
れ
て
居
た
分
も
、

う
事
も
・
決
ま
っ
た
推
察
で
は
ゐ
る
ま
い
。

一
ド
作
一
回
の
常
h
を
以
て
換
算
せ
ら
れ
た
で
あ
ら

四
年
五
月
の
池
勝
規
則
に
よ
っ
て
箆
貨
幣
の
改
鋳
法
を
定
め
，
古
金
保
一
政
ー
り
殺
券
の
池
宮

行
H
A
ぴ
錦
替
街
枇
に
よ
る
民
政
等
に
よ
ウ

τ民
間
に
あ
る
笛
貨
幣
の
引
揚
を
策

L
、
-
」
れ
に
よ
っ
て
四
年
六
月
よ

h
六
年
十
二
日
川
混
じ
俊
行
川
じ
る
新
知
は
、
食
品
以
聞
大
、
刈
二
一
、

0
0
0
刷
併
、
銀
貸
一
二
一
一
一

O
C、
O
O
C
凶

叫

倫
、
合
計
五
人
、

O
二
ニ
、

0
0
0回
総
ぜ
な
っ
た
の
で
、
部
貨
枇
加
の
通
用
停
止
を
剖
[
、
七
年
九
月
「
結
金
銀
貸

静
償
聾
衣
」
を
作
製
公
布
し
て
新
貨
正
の
交
換
を
開
始
し
、
こ
、
に
明
治
初
期
出
一
瞬
制
統
一
は
一
段
落
を
告
「
る

事
正
な
ウ
士
。

そ
の
後
明
治
政
府
は
・

仰

限、

A
A
納
の
み
に
は
明
治
淵
二
年
八
月
八
日
ま
で
笛
貨
幣
合
周
ふ
る
誌
が
許
苫
れ
た
σ

は
、
上
記
内
側
格
求
に
照
ら
し
て
受
入
れ
ら
れ
た
劫
ご
忠
ふ
の
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
こ
の
場
合
仁

昏
考
山
副

本
ド
出
は
、
六
日
一
…
小
武
僻
見
・
日
本
食
僻
此
(
塚
本
盟
主
郎
氏
者
)
・
純
金
叫
貨
僻
叫
岬
刊
誌
ι
V
E争
開
作
製
せ
る
も
の
て
あ
心
。

T
L引おそ十一一
3
7

都

車詰

III 

語

101 

[1¥] 
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結

高
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霊

式
J

先
制
金
一
日
出
一
泊
年
凹
刊
一
山
内
一
段
泊
品
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川
一
コ
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i

一

ー

烈

紘

一

五
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車

問

泊
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年

一

至

Z
七

年

九

日

一

一
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氏
側
附
司
世
一
i
H
1
5律
亡
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i
一
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F
h
d
E
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三
ト

J

一

一

一
成
分
内
金
一
前
剛
山
山
一
4
判
斗
削
一
軒
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剛
一
間
一
日
制
川
町
一
口
・
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一
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一
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1
3
E
7

一
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一
劣
位
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金

一

副

1
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一

昨

刑

法

制
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口

・

八

一

円

引

引

u
u
u
¥「

U
K引
引

出

日

E
F引
一

川

Z
一

日
限
即
断
同
団
円
一

l
h川
は
い
い
げ
い
い

:

一

一

一

一
h
k
同
点
一
い
V
H
W
什
川
一
川
川
川
町
何
十
人
川
一
日
一
…
川
…
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一
一
一
己
一
一

引
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駒
込
昌
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一

1
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j

J

i
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-

-

M
州
叫
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J
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UH--叶
日
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パ
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査

分

M
剣

山

崎

閣

川

一

一

山

崎

7
知
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也

1
4

一

一

白

山

古

政
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一
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i
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1
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Z
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コ
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宅
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貨
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